
不法就労・不法滞在防止にご協力を！ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 
侵入盗の防止 

～戸締り、万全ですか。細心の注意が皆さんを守ります～ 
   一色町、吉良町、西幡豆町、東幡豆町で自宅を対象とした侵入盗が増えています。 

  約８割が自宅の玄関や勝手口等の無施錠の箇所から侵入されています。 

  侵入盗の対策として、 

   ・外出の時や就寝するときはもちろん、在宅中で窓を閉めている時は鍵をかける 

 ・センサーライト等の防犯器具機器をつける 

等の対策を行い、犯罪を減らしましょう！  

                                                                                                                                                                                

 

                                             
                                 

 

 

 ◎外国人新規入国者数の現状（法務省統計） 

 令和４年に日本へ新規入国した外国人は３４２万３５３１人で、前年同期

に比べ３２７万１８０５人増加しました。 

 ～事業主のみなさんへお願い～ 

 ・外国人を雇用する場合は、適法に働くことができる外国人であるかど

うかについて、旅券、在留カード、就労資格証明書等を確認してください。 

 ・留学生等については資格外活動の許可の有無、また、許可された活動

内容も確認してください。 

 ・在留カードには、就労制限の許可の有無や資格外活動許可に関して明

記されていることから、雇用する際はこれらの欄も確認してください。 
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薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 
～覚醒剤、大麻等の乱用をなくそう～ 

〇薬物乱用の実態 
 日本は、覚醒剤、大麻等の大きな消費国となっています。 

 愛知県内で覚醒剤等の薬物事犯で検挙された人は、平成８年以降、 

ずっと１０００人を超える高水準が続いています。 

 薬物乱用の恐ろしさは、何度でも繰り返し使用したくなる性質、つま

り、“依存性”を持っているということです。 

 繰り返し使用するうちに、薬物の中毒症状として、「殺される」、「つけ

られている」、「見張られている」などといった妄想や幻覚が現れます。 

 薬物の乱用は、無関係の人々を巻き込む殺人や放火などの二次災害

を引き起こし、社会に悪影響を及ぼしたり、家庭の崩壊を招いたり、そ

の悲劇は本人のみにはとどまりません。 

 覚醒剤等の薬物を社会から追放するためには、あなた自身が甘い誘

いにのらないことはもちろん、あなたの周りで覚醒剤等の薬物を扱っ

ている人を見たり聞いたりしたときは、警察本部か最寄りの警察署、交

番、駐在所までご連絡ください。 
 
 


